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（別記様式第７） 
 

 

令和６年度に係る自己点検・評価（総務関係）の報告書 

                                   

 令和７年８月２７日 

 大学経営戦略会議 

 

１．はじめに 

  本件は、岡山大学内部質保証規則（令和３年６月29日岡大規則第19号）第６条の規定に基づ

き実施した総務に関する点検及び評価の結果を報告するものである。 

  

２．実施体制・手順 

  総務部および企画部では、内部質保証に関する推進責任者である理事（企画・評価・総務担

当）の下、自己点検・評価の実施方針に定める総務に関する観点のうち、令和６年度を実施対

象とする６項目について、点検・評価を実施した。 

  具体的には、①情報公開及び個人情報の適切な管理（9-1-1）、②教員の募集、採用、昇任の

基準（9-1-2）、③ＳＤ活動の実施状況（9-1-3）、④法令等が求める事項の公表（9-1-4）、⑤

教員活動評価の実施状況（9-1-5）及び⑥基幹教員等の配置状況（9-1-6）に関して、令和６年

度の実施状況や実施結果をもとに、適切な状態か、改善を要する事項等がないかを点検・評価

した。 

 

 ３．総括 

  令和６年度に係る自己点検・評価（総務関係）の結果、①情報公開に関する規程等、保有個

人情報の適切な管理、②教員の募集、採用、昇任の基準、③ＳＤ活動の実施状況、④法令等が

求める事項の公表、⑤教員活動評価の実施状況、⑥基幹教員等の配置状況については、改善を

要する事項に該当するものはなかった。 

しかし、②教員の募集、採用、昇任の基準（9-1-2）、⑥基幹教員等の配置状況（9-1-6）に

ついて、注意が必要であると判断した。 

②教員の募集、採用、昇任の基準（9-1-2）について、一部の部局においては、教員選考に係

る内規等の整備が不十分なものが確認されたため注意が必要と判断し、⑥基幹教員等の配置状

況（9-1-6）については、薬学部薬学科において、令和6年11月末に教授1名が退職したため、12

月以降は大学設置基準等の別表に定める数（必要最低教員数）の教授数を満たしておらず、注

意が必要と判断した。 

 

４．前年度の点検・評価の結果、確認された改善を要する事項（前年度の点検・評価実施時点で

対応済のものを除く。）の対応状況 

  該当なし。 

 

５．点検・評価の結果、確認された改善を要する事項のうち主要なもの 

  該当なし。 

 

６．点検・評価の結果、確認された全学での検討が必要な課題のうち主要なもの 

  該当なし。  

   

７．点検・評価の結果、「注意が必要」とした事項に対し、維持・向上させるための活動計画のう

ち主要なもの 

  ②教員の募集、採用、昇任の基準（9-1-2）：教員選考に係る内規等の整備が不十分な部局に

ついては，内規等の整備を促す予定である。 

  ⑥基幹教員等の配置状況（9-1-6）：令和7年度中に後任の選考を行い、令和8年4月に補充す

る計画であり、以降は、大学設置基準等の別表に定める数（必要最低教員数）の教授数を満た

す予定である。 
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 ８．点検・評価の結果、確認された優れた成果が確認できる取組のうち主要なもの 

  該当なし 

   

 

 

                                       以 上 


